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議
第
五
号
議
案 

 
 

 

埼
玉
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 
埼
玉
県
議
会
会
議
規
則
（
昭
和
五
十
八
年
埼
玉
県
議
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 

目
次
中
「
・
第
六
十
八
条
」
を
「
―
第
六
十
八
条
の
二
」
に
、
「
第
八
十
六
条
・
」
を
「
第
八

十
五
条
の
二
―
」
に
改
め
る
。 

 

第
七
条
第
一
項
中
「
配
偶
者
」
の
下
に
「
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事

情
に
あ
る
者
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。 

 

 

第
十
条
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。 

２ 

議
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
会
議
に
宣
告
す
る
こ
と
に
よ
り
、
会
議
時
間
を

繰
り
上
げ
、
又
は
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
出
席
議
員
一
人
以
上
か
ら
異
議
が
あ

る
と
き
は
、
討
論
を
用
い
な
い
で
会
議
に
諮
つ
て
決
め
る
。 

３ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
議
長
は
、
会
議
中
で
な
い
場
合
で
あ
つ
て
緊
急
を
要
す
る
と

き
そ
の
他
の
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
議
員
に
通
知
す
る
こ
と
に
よ
り
、
会
議
時

間
を
繰
り
上
げ
、
又
は
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
十
八
条
第
二
項
中
「
署
名
」
の
下
に
「
又
は
記
名
」
を
加
え
る
。 

 

第
三
十
八
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

投
票
の
効
力
に
係
る
法
第
百
十
八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

議
長
が
定
め
る
。 

 

第
六
十
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
資
格
決
定
の
通
知
） 

第
六
十
八
条
の
二 

法
第
百
二
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
法
第
百
十
八
条
第
六

項
の
規
定
に
よ
る
通
知
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
議
長
が
定
め
る
。 

 

第
七
十
条
中
「
外
と
う
、
え
り
巻
、
杖
及
び
か
さ
」
を
「
コ
ー
ト
、
マ
フ
ラ
ー
、
傘
」
に
、
「
議

長
の
許
可
を
得
た
と
き
は
」
を
「
会
議
へ
の
出
席
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
物
で
あ
つ
て
議
長
に
あ

ら
か
じ
め
届
け
出
た
も
の
に
つ
い
て
は
」
に
改
め
る
。 

 

第
八
十
一
条
の
見
出
し
を
「
（
記
録
の
方
法
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
速
記
法
」
を
「
録
音
そ

の
他
議
長
が
適
当
と
認
め
る
方
法
」
に
、
「
速
記
」
を
「
記
録
」
に
改
め
る
。 

 

第
八
十
五
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。 

 

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
通
知
等
） 

第
八
十
五
条
の
二 

議
会
又
は
議
長
、
委
員
長
、
世
話
人
会
会
長
若
し
く
は
議
会
事
務
局
長
（
以

下
こ
の
条
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て

﹁議
会
等

﹂と
い
う
。
）
に
対
し
て
行
わ
れ
る
通
知
の
う

ち
こ
の
規
則
の
規
定
に
お
い
て
文
書
そ
の
他
文
字
、
図
形
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
認
識

す
る
こ
と
が
で
き
る
情
報
が
記
載
さ
れ
た
紙
そ
の
他
の
有
体
物
（
次
項
及
び
第
六
項
並
び
に
次
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条
に
お
い
て
「
文
書
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て

は
、
当
該
通
知
に
関
す
る
こ
の
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
議
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

議
長
が
定
め
る
電
子
情
報
処
理
組
織
（
議
会
等
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を

含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
そ
の
通
知
の
相
手
方
の
使
用
に
係
る

電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

議
会
等
が
行
う
通
知
の
う
ち
こ
の
規
則
の
規
定
に
お
い
て
文
書
等
に
よ
り
行
う
こ
と
が
規
定

さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
通
知
に
関
す
る
こ
の
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
議

長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
議
長
が
定
め
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り

行
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
通
知
を
受
け
る
者
が
当
該
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用

す
る
方
法
に
よ
り
受
け
る
旨
の
議
長
が
定
め
る
方
式
に
よ
る
表
示
を
す
る
場
合
に
限
る
。 

３ 

前
二
項
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
た
通
知
に
つ
い
て
は
、
当

該
通
知
に
関
す
る
こ
の
規
則
の
規
定
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
し
て
、

当
該
通
知
に
関
す
る
こ
の
規
則
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

４ 

第
一
項
又
は
第
二
項
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
わ
れ
た
通
知
は
、

当
該
通
知
を
受
け
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
が
さ

れ
た
時
（
第
九
条
第
一
項
、
第
十
九
条
第
一
項
及
び
第
八
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
議
員
に
対
す

る
通
知
に
あ
つ
て
は
、
当
該
フ
ァ
イ
ル
へ
の
記
録
が
さ
れ
た
時
又
は
議
会
等
が
、
当
該
通
知
を

受
け
る
者
が
当
該
通
知
を
す
べ
き
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知

覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機

（
入
出
力
装
置
を
除
く
。
）
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
次
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
記
録
さ
れ
て
い
る
事
項
を
議
長
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
表
示
を
し
た
も
の
の
閲

覧
若
し
く
は
当
該
事
項
に
つ
い
て
当
該
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ

ル
へ
の
記
録
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
措
置
を
と
る
と
と
も
に
、
当
該
者
に
対
し
、
議
長
が
定
め

る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
当
該
措
置
が
と
ら
れ
た
旨
の
通
知
を
発
し
た
時
の
い
ず
れ

か
早
い
時
）
に
当
該
者
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。 

５ 

議
会
等
に
対
し
て
行
わ
れ
、
又
は
議
会
等
が
行
う
通
知
の
う
ち
当
該
通
知
に
関
す
る
こ
の
規

則
の
規
定
に
お
い
て
署
名
し
、
若
し
く
は
連
署
し
、
又
は
記
名
押
印
す
る
こ
と
（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
署
名
等
」
と
い
う
。
）
が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
を
第
一
項
又
は
第
二
項
の
電
子

情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
場
合
に
は
、
当
該
署
名
等
に
つ
い
て
は
、
当
該

署
名
等
に
関
す
る
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
で
あ
つ
て
議

長
が
定
め
る
も
の
を
も
つ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

６ 

議
会
等
に
対
し
て
通
知
を
行
い
、
又
は
議
会
等
か
ら
通
知
を
受
け
る
者
に
つ
い
て
対
面
に
よ

り
本
人
確
認
を
す
る
べ
き
事
情
が
あ
る
場
合
、
議
会
等
に
対
し
て
行
わ
れ
、
又
は
議
会
等
が
行
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う
通
知
に
係
る
文
書
等
の
う
ち
に
そ
の
原
本
を
確
認
し
、
又
は
交
付
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
が

あ
る
場
合
そ
の
他
の
当
該
通
知
の
う
ち
に
第
一
項
又
は
第
二
項
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用

す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
困
難
又
は
著
し
く
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
部
分
が
あ
る
場
合
と

し
て
議
長
が
定
め
る
場
合
に
は
、
議
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
通
知
の
う
ち
当
該
部

分
以
外
の
部
分
に
つ
き
、
前
各
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
項
中
「
行

わ
れ
た
通
知
」
と
あ
る
の
は
、
「
行
わ
れ
た
通
知
（
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
前
二
項
の
規
定
を

適
用
す
る
部
分
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
か
ら
第
五
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
す
る
。 

 

（
電
磁
的
記
録
に
よ
る
作
成
等
） 

第
八
十
五
条
の
三 

こ
の
規
則
の
規
定
（
第
四
十
一
条
及
び
第
六
十
二
条
を
除
く
。
）
に
お
い
て

議
会
等
が
文
書
等
を
作
成
し
、
又
は
保
存
す
る
こ
と
（
次
項
に
お
い
て
「
作
成
等
」
と
い
う
。
）

が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
議
長
が
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
当
該
文
書
等
に
係
る
電
磁
的
記
録
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
の
電
磁
的
記
録
に
よ
り
行
わ
れ
た
作
成
等
に
つ
い
て
は
、
当
該
作
成
等
に
関
す
る
こ
の

規
則
の
規
定
に
よ
り
文
書
等
に
よ
り
行
わ
れ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
当
該
作
成
等
に
関
す
る
こ

の
規
則
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

 

別
表
初
顔
合
わ
せ
会
の
項
中
「
お
い
て
」
の
下
に
「
議
員
及
び
」
を
加
え
、
「
規
定
す
る
者
の

紹
介
等
を
受
け
る
」
を
「
規
定
す
る
者
等
が
相
互
に
紹
介
を
行
う
」
に
改
め
、
「
知
事
」
を
「
議

会
事
務
局
長
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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令
和
六
年
三
月
二
十
七
日
提
出 
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達 
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萩 
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一 
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同 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

伊 
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は
つ
み 
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八 
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横 

川 
 

雅 
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橋 

詰 
 

昌 
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荒 

木 
 

裕 
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白 
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幸 
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水 
村 

 

篤 
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小 

川 
 

真
一
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慎 
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田 
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小 

島 
 

信 

昭 
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蒲 

生 
 

徳 

明 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

同 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

木 

村 
 

勇 

夫 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

同 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

田 

並 
 

尚 
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提 

案 

理 

由 

 

地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
議
会
に
係
る
手
続
の
電
子
化
に
つ
い
て
定
め
る
等
し
た
い

の
で
、
こ
の
案
を
提
出
す
る
も
の
で
あ
る
。 


